
    令和元年１０月８日 

地 域 教 育 課    

    

令和２年度土曜江東きっずクラブの再編について 令和２年度土曜江東きっずクラブの再編について 令和２年度土曜江東きっずクラブの再編について 令和２年度土曜江東きっずクラブの再編について 

    

 平成 31 年３月に策定した「江東区放課後こどもプラン」に基づき、令和２年４

月から、土曜江東きっずクラブ事業を以下のとおりとする。 

 

１ 事業の位置づけ １ 事業の位置づけ １ 事業の位置づけ １ 事業の位置づけ 

現在、土曜江東きっずクラブは、各児童館において、全ての児童を対象とした

居場所を提供する「放課後こども教室」を実施しているが、働き方の多様化等に

対応できるよう、来年度から就労家庭等を対象とした「放課後児童クラブ」に変

更する。 

  なお、実施場所についても見直しを行い、児童館内学童クラブ育成室を一部、

引き続き活用する一方、専用施設である既存のきっずクラブや学童クラブの育

成室を活用する。 

 

２ 見直しの内容 ２ 見直しの内容 ２ 見直しの内容 ２ 見直しの内容 

    

 現行 令和 2年 4月 1日～ 

位置づけ 放課後こども教室 
放課後児童クラブ 

対象児童

※
 全児童 就労家庭等児童 

実施場所 児童館（18） 

きっずクラブ（3） 

学童クラブ（4） 

児童館（7） 

※別紙参照 

利用時間 8 時 30 分～17 時 →同 

利用料 

無料（きっずクラブ、学童ク

ラブ利用料に含む） 

→同 

※きっずクラブ及び学童クラブ登録者に限る。 

    

３ その他 ３ その他 ３ その他 ３ その他 

土曜日の児童の居場所としては、引き続き各児童館において各種事業等を実施

する。また、その他に「ウィークエンドスクール・こうとう」や「学校開放」等、

土曜日の事業の充実にも、今後努めていく。 
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令和 2 年度土曜江東きっずクラブ実施場所 

別紙 
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